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バロジュニアサッカースクール

［入会資格］

ご入会のために特に資格は必要ありません。
フットボールを共に楽しみ、学びたい子供たちは、

男女関係なくどなたでも大歓迎です。
他のクラブに所属していても入会出来ます。

※チーム登録はありません。

［目的／目標］

「フットボールを通じた、健全な青少年少女の育成、
地域社会に貢献する人材への育成」を最大の目的としています。

「次の年代に向けた個力向上」を目標に、
技術・体力向上はもとより、人間力向上を目指します。

［指導方針］

「育てる」ではなく、「育つ」環境づくりを大切にしています。
多くの成功を体験すること、

そして困難や失敗を乗り越えるチカラを養うために、
先だって教えるのではなく、子供たち自らが気付くように導きます。

魅せる個人技ではなく、
試合に活かせる個人技⇒個人戦術

個人戦術には「知覚」「予測」「先取り」といった要素が含まれます。
自由度の高いサッカーでは、

不意に起こる問題を瞬時に解決する能力が必要不可欠と言えます。
段階的に基礎技術と、基本戦術の習得を図ります。

問題解決、気づき、コミュニケーション（思いやり・尊重）、自律
目的・目標を達成するためには、仲間、家族、コーチとの関わりや、

自ら考え行動するチカラが必要不可欠であると考えています。

［保護者と子供の関わりについて］

子供が「育つ」環境づくりを大切にしています。
会場に着きましたら、一切をコーチに任せていただき、

保護者が準備から片付けまですべて用意する必要はございません。
子供に関わらないことによって、

子供の成長に関わっていただきますようお願いいたします。
ご質問、ご連絡、ご不明点等は、いつでもお気軽にスタッフの方に

お声掛けください☆



［欠席／振替／休校］

欠席
ご連絡は開始2時間前までにお願いいたします。

※骨折、入院等の長期欠席については、スタッフまでご相談ください。
個別に対応いたします。

振替
自己都合で欠席する場合、別日（別クラス）に振替参加できます。

事前に（当該クラス開始2時間前まで）、欠席する旨をスタッフまでご
連絡いただいた場合のみ、振替をご利用いただけます。

振替可能期限は当該年度3月までとします。
期限を過ぎると振替できません。

また、振替ができない場合の費用返金等はございません。
予めご了承お願いいたします。

休校
連絡は開始3時間前までにメールにていたします。

［休会／退会］

休会
怪我もしくはやむを得ない事由により休会される場合は、
前月25日までに申し出るとともに、所定の休会届を申請し

必要事項を記入の上、本クラブにご提出ください。
休会月の月会費は免除といたします。

休会開始が月途中の場合、その月の会費の返金はございません。予め
ご了承お願いいたします。

退会
退会する者は、前月25日までに申し出るとともに、

所定の退会届を申請し必要事項を記入の上、
本クラブに提出し、承認を得るものとします。

退会する者は、
退会日の属する月までの費用を納入するものとします。



［服装案内］

一般的なサッカーをする際の服装になります。

JUNIOR SOCCER SCHOOL

※春夏の屋外での開催時は帽子をかぶるようにお願いします。
※ソックスはひざまであるロングソックスが望ましいです。

［通年］

※革製品が壊れにくいです。
※体育館シューズのソール（靴底）は、橙色のゴムが望ましいです。

［スクール持ち物］

オリジナルゲームシャツ、
ボール、飲み物、ロングソックス、すねあて、シューズ

※各自ご用意ください。

スパイク トレーニングシューズ 体育館シューズ

スネあて 3号ボール（幼児） 4号ボール（小学生）

ピステ
※薄手ですが、風を通しにくい。

ジャージ

［秋冬］

帽子   半袖シャツ 短パン ロングソックス

［春夏］



［保険のご案内］

　

～施設所有(管理）者としての責任として～　

【取扱代理店】 【引受保険会社】

見舞金の種類 見舞金額

災害死亡見舞金 1,000万円

団体傷害総合保険のご案内　(2024年度）

補償内容

見舞金の金額
　入院･通院について治療日数の1日目から補償されます。

＊入・通院見舞金は医療費の実費ではなく、下表のとおり1日あたりの定額見舞金が支払われます。

ｽｸｰﾙ（教室）およびｲﾍﾞﾝﾄに参加される皆様が、教室に参加中または実施施設までの往復途中に急激で偶然
な外来の怪我を被られた場合、補償規程に基づいて見舞金をお支払いたします。
なお、本制度は, 株式会社EDIONクロスベンチャーズ (会員連絡システムPiCRO提供会社)を契約者とする補
償制度により運営しております
（引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社）

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日
以内に死亡された場合

見舞金をお支払する場合

後遺障害見舞金 最高 1,000万円

入院見舞金
（日額）

4,000円

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日
以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの
手術を受けた場合　※詳細は2枚目を参照して下さい。

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日
以内に後遺障害が生じた場合

損害保険ジャパン保険株式会社
〒103-8255
　東京都中央区日本橋2-2-10損害保険ジャパンビル3階

見舞金等のご請求は

事故が発生したときは、ただちに ｽｸｰﾙ/クラブ事務局 までご連絡下さい。
※事故発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、見舞金をお支払できない場合がございますので、ご注意下さい。

※賠償事故に係る示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

【　ｽｸｰﾙ/クラブ事務局　】

バロジュニアサッカースクール

一般社団法人長野フットボールサロン

〒381-0023　長野県長野市風間1100-49

TEL : 050-1720-0050

東京商事株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂3-21-4 新日本ﾋﾞﾙ赤坂3F
　　　　　　　　　TEL  : 03-3588-1141　FAX : 03-3588-1145
　　　　　　　　　E-mail : spomane@tokyoshoji.co.jp

対物賠償 1事故につき　1億円

免責金額　なし

対人賠償
被害者 1名につき　1億円

1事故につき　5億円

免責金額　なし

手術見舞金
（基礎額）

4,000円

補償内容 支払限度額

通院見舞金
（日額）

1,500円 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合

ｽｸｰﾙ（教室）およびｲﾍﾞﾝﾄに参加される皆様が､その活動に起因して第三者の身体や財物に損害を与えたことにより､被保険者が法律上の賠償責
任が生じた場合､補償金をお支払いする制度です｡
万が一下記のような事故を起こしてしまった際は、速やかにｽｸｰﾙ事務局までお申し出ください。
なお､本制度は株式会社EDIONクロスベンチャーズ  (会員連絡システムPiCRO提供会社)を契約者､被保険者とする補償制度により運営しておりま
す
（引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社）。

賠償金補償制度とは　

補償内容



補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ（※）をされた場合に、保険金をお支払いします。
（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食
　　　中毒は含みません。「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
　　　（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が
　直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

保険金をお支払いできない主な場合

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いし

ている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。死亡
保険金

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場
合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４％～100％をお支払いします。ただし、お支払
いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。

後遺障害
保険金

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
　または麻薬等により正常な運転ができない
　おそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）
を
　除きます。）、核燃料物質等によるもの
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
　 （天災危険補償特約をセットしない場合）
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
　腰痛等で医学的他覚所見（※２）のないもの
⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
　はん、ロッククライミング(フリークライミング
　を含みます。) 、登る壁の高さが５ｍを超える
  ボルダリング、航空機操縦（職務として操縦
　する場合を除きます。）、ハンググライダー搭
　乗等の危険な運動を行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、
　競争、興行（これらに準ずるものおよび練習
　を含みます。）の間の事故
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
（※１）　「テロ行為」とは、政治的・社会的もしく
　　　　　は宗教・思想的な主義・主張を有する団
　　　　　体・個人またはこれと連帯するものがそ
　　　　　の主義・主張に関して行う暴力的行為を
　　　　　いいます。以下同様とします。
（※２）　「医学的他覚所見」とは、理学的検査、
　　　　　神経学的検査、臨床検査、画像検査等
　　　　　により認められる異常所見をいいます。
　　　　　以下同様とします。

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合

事故によりケガをされ、入院された場合、
入院日数に対し1８０日を限度として、１日につき入院保険金日額をお支払いします。

（＊）入院保険金支払限度額日数変更特約（１８０日）をセットしています。

入院
保険金

事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②
のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手
術にかぎります。
なお、１事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた
手術の場合＞の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙さ
　れている手術（※１）
②先進医療に該当する手術（※２）

（※１）以下の手術は対象となりません。
　　　　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な
　　　　整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
（※２）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部
　　　　または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

手術
保険金

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通
院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保
険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。

（注１）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、
　　　　肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等（※）を常時装
　　　　着したときはその日数について通院したものとみなします。
（※）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定すること
　　　ができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サ
        ポーター等は含みません。
（注２）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって
　　　　も、重複して通院保険金をお支払いしません。

通院
保険金

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合
（４％～100％）

入院保険金の額＝入院保険金日額 × 入院日数（1８０日限度）

＜入院中に受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍）

通院保険金の額＝通院保険金日額 × 通院日数（事故の発生の日から1,000日
以内の90日限度）
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